
生活保護法による指定介護機関に対する指導及び検査実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」と

いう。）第５４条の２第４項及び同条第５項において準用する第５０条第２項

の規定に基づく指定介護機関に対する指導及び同法第５４条の２第４項及び

同条第５項において準用する第５４条第１項の規定に基づく指定介護機関に

対する検査に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （指定介護機関に対する指導） 

第２条 指定介護機関に対する指導は、被保護者の処遇の向上と自立助長に資

するため、法による介護の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、介護扶助

に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とし、対象は全ての指定介

護機関とする。 

 （指導の種類） 

第３条 指導の内容は、一般指導と個別指導の二種類とする。 

 （一般指導の方法） 

第４条 一般指導は、法並びにこれに基づく命令、告示及び通知に定める事項

について、その周知徹底を図るため、講習会、懇談、広報、文書等の方法に

より行うものとする。 

 （個別指導の方法） 

第５条 個別指導は、被保護者の処遇が効果的に行われるよう社会援護課（中

央区及び若葉区においては社会援護第一課及び社会援護第二課。以下「各区

社会援護課」という。） と指定介護機関相互の協力体制を確保することを主

眼として、被保護者の介護サービスの給付に関する事務及び給付状況等につ

いて介護記録その他の帳簿書類等を閲覧し、懇談指導を行うものとする。 

また、特に必要があると認められるときは、被保護者についてその介護サー



ビス受給状況等を調査するものとする。 

２ 個別指導は原則として実地に行うものとする。ただし、新たに介護扶助を

行う指定介護機関のうち実地に指導を行うことを要さないものについては、

複数の指定介護機関の管理者又はその他の関係者を一定の場所に集合させて

行うものとする。また、前年度の個別指導の結果を踏まえ、実地に指導を行

うことを要さない指定介護機関のうち引き続き指導の必要があるものについ

ては、書面の提出を受けた上で、指定介護機関の管理者又はその他の関係者

を一定の場所に集合させて行うものとする。  

 （指導実施後の措置） 

第６条 当該指定介護機関における是正改善を要する事項については、現地に

おける懇談指導の中で口頭指導するとともに、結果について、指導実施後 

３０日以内に文書により通知する。 

 （指定介護機関に対する検査） 

第７条 指定介護機関に対する検査は、被保護者に係る介護サービスの内容及

び介護の報酬の請求の適否を調査して介護の方針を徹底させ、介護扶助の適

正な実施を図ることを目的とし、対象は以下の指定介護機関とする。 

（１） 個別指導の結果、検査を行う必要があると認められる指定介護機関 

（２） 個別指導を受けることを拒否する指定介護機関 

（３） 介護サービスの内容又は介護の報酬の請求に不正又は不当があると疑

われる指定介護機関 

（検査の方法） 

第８条 検査は、被保護者に係る介護サービスの内容及び介護の報酬の請求の

適否について、介護給付費公費受給者別一覧表等と、介護記録その他の帳簿

書類の照合、設備等の調査により実地に行うものとする。また、特に必要が

あると認められるときは、被保護者についてその介護サービスの受給状況等

を調査するものとする。 



 （検査実施後の措置） 

第９条 当該指定介護機関における是正改善を要する事項については、現地に

おける懇談指導の中で口頭指導するとともに、結果について、検査実施後 

３０日以内に文書により通知する。 

２ 介護サービスの内容又は報酬の請求の不正又は不当が認められた場合の行

政上の措置は、事案の軽重により、指定取消、指定の全部又は一部の効力停

止、戒告、注意とする。なお、指定取消又は期間を定めて指定の全部若しく

は一部の効力停止の処分に該当すると認められた場合は、指定取消等の処分

予定者に対して、行政手続法（平成５年法律第８８号）の規定に基づき聴聞

又は弁明の機会の付与の手続を行うものとする。 

３ 介護サービス及び介護の報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、

これに係る返還金が生じた場合は、すみやかに国保連に連絡し、当該指定介

護機関に支払う予定の介護の報酬の額からこれを控除させるよう措置するも

のとする。ただし、当該指定介護機関に翌月以降において控除すべき介護の

報酬がない場合は、これを本市に直接返還させるよう措置するものとする。 

４ 指定取消の処分を行った場合、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部

の効力停止の処分を行った場合には、原則として、法第７８条第２項の規定

により返還額に１００分の４０を乗じて得た額も本市に支払わせるよう措置

するものとする。 

 （指導及び検査の班編成） 

第１０条 指導及び検査班は、保護課職員をもって編成する。また、必要に応

じ、介護保険指導監査担当課及び各区社会援護課職員の立会いを要請する。 

 （事前準備等） 

第１１条 指導及び検査の実施に際しては、極力、指定介護機関の業務に支障

のない日時を選び、実施の日時、場所等を当該指定介護機関に文書で通知す

るものとする。また、介護保険指導監査担当課の行う指導の計画等と調整を



図るものとする。 

２ 事前に、必要に応じて、各区社会援護課に対し、当該指定介護機関につい

て意見調整を必要とする事項等についての照会を行うものとする。また、介

護保険指導監査担当課との情報交換を行い、当該指定介護機関の状況把握を

行うものとする。 

 （主眼事項及び着眼点） 

第１２条 指導及び検査の主眼事項及び着眼点は、別に定める。 

  

 

   附 則 

 この要領は、平成１９年８月２２日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月２日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月３日から施行する。 

 


